
答申第１１１号（諮問第１１１号）

「申請者が群馬県警本部に電話すると、申

請者がどこの部署の名前を言ってもまず安

全相談室に電話をつなぎ、そこの△△△の

許可を得ないと安全相談室以外には電話を

取りつながない事を示し合わせた内容」の

公文書の存否を明らかにしない決定に対す

る審査請求に係る答申書

群馬県公文書開示審査会

第二部会
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第１ 審査会の結論

実施機関の決定は妥当であり、取り消す必要はない。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書開示請求

審査請求人（以下「請求人」という ）は、群馬県情報公開条例（以下「条例」と。

いう ）第１１条の規定に基づき、群馬県警察本部長（以下「実施機関」という ）。 。

に対し、平成１９年１０月５日付けで 「申請者が群馬県警本部に電話すると、申請、

者がどこの部署の名前を言ってもまず安全相談室に電話をつなぎ、そこの△△△の許

可を得ないと安全相談室以外には電話を取りつながない事を示し合わせた内容」の開

示請求（以下「本件請求」という ）を行った。。

２ 実施機関の決定

実施機関は、平成１９年１０月１５日、本件請求に関して、公文書の存否を明らか

にしない決定（以下「本件処分」という ）を行い、公文書の存否を明らかにしない。

理由を次のとおり付して、請求人に通知した。

◇条例第１４条第２号該当（個人情報）

本件請求は、開示請求者の県警本部への電話及びその対応に関する文書開示請求

であるが、特定の個人を対象とした電話及びその対応の有無は、当該特定個人の個

人に関する情報であり、条例第１４条第２号（個人情報）に該当する。

◇条例第１７条該当（公文書の存否に関する情報）

本件請求においては、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答える

だけで、上記非開示情報を開示するのと同じ結果を生じさせることとなるため、条

例第１７条の規定により、公文書の存否を明らかにしないで、請求を拒否する。

３ 審査請求

、 、 、請求人は 行政不服審査法第５条の規定に基づき 平成１９年１０月１７日付けで

本件処分を不服として群馬県公安委員会（以下「諮問庁」という ）に対し審査請求。

を行った。

４ 諮問

諮問庁は条例第２６条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会（以下「審査会」

という ）に対して、平成１９年１２月６日、本件審査請求事案の諮問を行った。。

（条例第１４条第２号ただし書ロ該当性）第３ 争点

本件請求内容が条例第１４条第２号ただし書ロに該当するか。

第４ 争点に対する当事者の主張

争点（条例第１４条第２号ただし書ロ該当性）

（１）請求人の主張

ア かなり前から「知る権利」も基本的人権の一つとして認められてきた。これを具

体化したものが数々の情報公開法令であり、また、実施機関は県民の生命・健康・

生活又は財産を保護するための実働組織であり、そこへの電話を一警察官僚の裁量

でつなげたりつながなかったりすることはなぜか、という内容は最低でも開示され
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なければならない。これは条例第１４条第２号ただし書ロにもあるように、公にす

ることが必要であると認められる情報である。さらに、この案件が開示決定されな

ければ 「知る権利」の人権侵害になる。、

イ 諮問庁が審査会に提出した文書の中に、開示することの利益云々が記されている

が、本件請求は、県民の生命・健康・生活又は財産を保護するためのものであるか

ら、利益を度外視して開示すべきである。

（２）諮問庁の主張要旨

ア 本件請求の内容は 「申請者が群馬県警察本部に電話すると、申請者がどこの部、

署の名前を言ってもまず安全相談室に電話をつなぎ、そこの△△△の許可を得ない

」 、と安全相談室以外には電話を取りつがない事を示し合わせた内容 であることから

実施機関は、本件請求に係る公文書として、開示請求者からの実施機関への電話に

ついて、実施機関が取次ぎの方法を取り決めた内容が記載されている公文書が該当

すると判断したが、特定の個人が、警察に電話をしているということ及びその電話

について、警察からどのような対応を受けているかということは、当該特定個人の

個人情報であり、条例第１４条第２号に規定する非開示情報に該当する。

イ 本件請求は、その請求内容に、開示請求者が警察に電話をしているということ及

びその電話について警察からどのような対応を受けているかという個人情報を含ん

でいる。そのため、開示請求に係る公文書の有無を答えるだけで、特定の個人が警

察本部に電話をかけているという事実及びその電話は△△△の許可がないと警察安

全相談室以外には取り次ぎされないという事実の有無を明らかにすることとなり、

開示請求者の個人情報を開示した場合と同様の結果となる。

したがって、条例第１７条（公文書の存否に関する情報）の規定により、実施機

関は、本件請求に係る公文書については、その存否を明らかにせずに開示請求を拒

否したものである。

ウ 請求人は、本件請求公文書は、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、

公にすることが必要であると認められる情報と思われるため、請求のとおりに開示

せよと主張する。

確かに、非開示情報該当性の判断に当たっては、開示することの利益と開示され

ないことの利益との調和を図ることが重要であり、個人情報についても、公にする

ことによって害されるおそれがある当該情報に係る個人の権利利益よりも、人の生

命、健康等の保護の必要性が上回るときは、開示しなければならないと考えるが、

本件請求については、非開示情報として保護されるべき個人情報を開示する必要性

及び正当性は認められない。

なお、本件請求は、開示請求者からの本人情報の開示請求であることから、実施

機関は、請求人に対して、群馬県個人情報保護条例（平成１２年群馬県条例第８５

号）に基づく個人情報の開示請求を行うことを勧めたが、請求人は理解を示さず、

条例に基づく開示請求を行うことを主張した。条例は何人に対しても等しく開示請

求権を認めており、本人からの本人に関する情報の開示請求であっても、当該公文

書の開示決定等の結論が異なるものではない。

第５ 審査会の判断
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当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 争点（条例第１４条第２号ただし書ロ該当性）

条例は第１３条で原則開示をうたい、第１４条で例外的に非開示を認めている。

本県の条例は非開示とすべき個人情報の類型について個人識別型を採用しているの

で、条例第１４条第２号本文にいう「個人に関する情報」であって「特定の個人を

識別することができるもの」とは、当該情報に係る個人が誰であるかを識別させる

ことになる氏名その他の記述の部分だけでなく、特定の個人情報全体を指すほか、

当該情報単独では特定の個人を識別することができないが、他の情報と照合するこ

とにより識別可能となるものについても含まれると解される。

、 、 、また 条例の開示請求制度は 何人に対しても開示請求権を認めていることから

本人から、本人に関する情報の開示請求があった場合にも、開示請求者が誰である

かは考慮されず、条例第１４条第２号ただし書イ～ハ又は条例第１６条で規定する

公益上の理由による裁量的開示に該当しない限り、非開示となる。

本件請求は、実施機関への電話について、実施機関が取次ぎの方法を取り決めた内

容が記載されている公文書を求めるものであるが、請求内容に「申請者」という記載

があることから、請求内容全体が、特定の個人に関する情報であることは明らかであ

る。

したがって、本件請求に係る情報が存在しているか否かを答えることは、特定の個

人に関する情報を開示することになり、条例第１４条第２号本文に該当することとな

る。

しかし、請求人は本件請求が条例第１４条第２号ただし書ロに規定される「人の生

命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情

報」に該当すると主張しているため、以下、この点について判断する。

公にすることが必要であると認められる情報とは、人の生命、健康、生活又は財

産の保護の必要性が、公にすることにより害されるおそれがある個人の権利利益よ

りも上回る場合をいうものであり、開示の必要性も、その公にする必要性と個人の

権利利益を比較衡量した上で判断されるものである。

条例が何人にも開示請求権を認め、何人にも同じ情報を開示することから、自己の

個人情報の開示請求である等の個別事情を考慮しないことは前述のとおりである。

また、条例第１４条第２号ただし書ロは 「公にすることが必要である」をいうこ、

とを要件としているが、本件請求については 特定個人が警察に電話をしているとい、

情報がうこと及びその電話について警察からどのような対応を受けているかという

何人にも公にされることにより害されるおそれがある当該個人の権利利益を上回る

必要性があるとは認められないため、本件請求内容は条例第１４条第２号ただし書

ロには該当しない。

２ 結論

以上のことから 「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。、

なお、請求人はその他種々主張するが、本答申の判断を左右するものではない。

第６ 審査の経過
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当審査会の処理経過は、以下のとおりである。

審 査 会 の 処 理 経 過

年 月 日 内 容

平成１９年１２月 ６日 諮問

平成１９年１２月１８日 諮問庁からの理由説明書を受領

平成２０年 １月 ４日 審査請求人からの意見書を受領

平成２０年 ４月２５日 審議（本件事案の概要説明）
（第１６回 第二部会）

平成２０年 ６月２４日 審議（実施機関の口頭説明）
（第１７回 第二部会）

平成２０年 ７月２４日 審議
（第１８回 第二部会）

平成２０年 ７月２９日 答申


